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１
．
序
論 

　

韓
国
の
伝
統
的
な
賃
金
体
系
は
、
勤
続
年

数
が
増
加
す
る
と
、
号
俸
テ
ー
ブ
ル
に
基
づ

い
て
賃
金
も
自
動
的
に
上
昇
す
る
号
俸
給
で

あ
っ
た
。
一
九
六
〇
年
代
末
か
ら
一
九
七
〇

年
代
初
頭
に
か
け
て
、
一
部
の
大
企
業
を
中

心
に
職
務
給
が
導
入
さ
れ
、
号
俸
給
と
併
存

す
る
形
で
運
用
さ
れ
た
も
の
の
、
一
九
八
七

年
前
後
に
大
部
分
の
職
務
給
は
廃
止
さ
れ
、

職
能
給
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
。
そ
し
て
、
一

九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
、
日
本
企
業
の
職
能

資
格
制
度
に
あ
た
る
、
い
わ
ゆ
る
「
新
人
事

管
理
」
を
中
心
に
職
能
資
格
制
度
や
職
能
給

の
導
入
の
動
き
が
あ
っ
た
も
の
の
、
広
く
普

及
し
な
か
っ
た
。

　

例
え
ば
、労
動
部
（
１
）（
二
〇
〇
五
）
の
「
年

俸
制
・
成
果
配
分
制
調
査
」
に
よ
れ
ば
、
従

業
員
一
〇
〇
人
以
上
の
事
業
所
の
う
ち
、
職

能
給
を
導
入
し
て
い
る
事
業
所
の
割
合
は
一

〇
％
程
度
で
、
基
本
給
が
職
能
給
の
み
か
ら

な
る
事
業
所
に
限
る
と
四
％
未
満
に
す
ぎ
な

か
っ
た
。
ま
た
、
韓
国
の
号
俸
給
は
非
常
に

硬
直
的
で
あ
る
と
い
う
評
価
を
受
け
て
い
る
。

　

労
動
部
（
二
〇
〇
四
）
の 

「
年
俸
制
・
成

果
配
分
制
調
査
」
に
よ
る
と
、
号
俸
給
制
度

が
あ
る
事
業
所
の
う
ち
、
号
俸
上
昇
に
よ
っ

て
賃
金
上
昇
の
傾
き
が
一
定
で
あ
る
ケ
ー
ス

と
増
加
す
る
ケ
ー
ス
が
調
査
対
象
事
業
所
の

七
六
％
で
あ
り
、
全
社
員
に
対
し
て
単
一
の

号
俸
給
制
度
を
適
用
し
て
い
る
事
業
所
は
五

一
・
五
％
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

勤
続
年
数
の
増
加
に
伴
い
、
自
動
的
に
生
産

性
が
向
上
し
な
い
こ
と
、
職
群
や
職
級
別
の

差
を
反
映
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
そ

し
て
伝
統
的
に
人
事
考
課
が
適
切
に
な
さ
れ

な
か
っ
た
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
相
当
硬
直

的
な
号
俸
給
制
度
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

ア
ジ
ア
金
融
危
機
以
後
、
韓
国
企
業
の
賃

金
制
度
は
、
勤
続
年
数
に
よ
っ
て
自
動
的
に

賃
金
が
決
ま
る
硬
直
的
な
号
俸
給
制
度
か
ら
、

成
果
や
業
績
に
よ
っ
て
賃
金
に
差
を
付
け
る

い
わ
ゆ
る
成
果
・
業
績
主
義
に
変
化
し
た
。

用
語
の
定
義
に
対
す
る
議
論
の
余
地
は
依
然

と
し
て
あ
る
も
の
の
、
本
稿
で
は
、
成
果
や

業
績
に
よ
っ
て
賃
金
に
差
を
付
け
る
場
合
を

成
果
主
義
賃
金
と
定
義
し
、
実
態
調
査
に
よ

り
把
握
し
た
最
近
の
動
向
と
企
業
事
例
を
紹

介
す
る
。

２
．
成
果
主
義
賃
金
の
動
向 

　

表
１
は
、
ア
ジ
ア
金
融
危
機
以
後
の
韓
国

企
業
の
基
本
給
の
改
正
内
容
を
整
理
し
た
も

の
で
あ
り
、
最
も
多
く
の
企
業
が
号
俸
給
の

廃
止
や
改
正
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る

（
管
理
職
：
三
〇
・
七
％
、
平
社
員
：
二
五
・

三
％
）。

　

号
俸
給
の
廃
止
・
改
正
に
次
い
で
多
く
の

企
業
が
実
施
し
た
の
が
業
績
給
の
導
入
で
あ

り
、
そ
の
主
な
内
容
は
業
績
給
の
創
設
や
人

事
考
課
に
よ
っ
て
賃
金
差
を
拡
大
さ
せ
る
こ

と
で
あ
っ
た
。
号
俸
給
以
外
の
基
本
給
の
適

用
に
関
し
て
は
、
職
務
給
よ
り
職
能
給
を
新

し
く
導
入
す
る
企
業
と
既
存
制
度
を
適
用
拡

大
す
る
企
業
が
や
や
多
か
っ
た
。
ま
た
、
事

業
所
別
の
特
性
か
ら
見
る
と
、
製
造
業
、
大

企
業
、
無
労
組
の
企
業
、
年
俸
制
を
導
入
し

て
い
る
（
２
）
事
業
所
が
、

基
本
給
改
正
に
よ
り
積

極
的
で
あ
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。

　

表
１
か
ら
も
分
か
る

よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
年

俸
制
が
、
韓
国
企
業
に

お
け
る
成
果
主
義
賃
金

制
度
の
代
名
詞
で
あ
っ

た
。
年
俸
制
は
日
本
か

ら
伝
わ
っ
た
と
知
ら
れ

て
い
る
も
の
の
、
日
本

で
は
年
俸
制
が
成
果
主

義
賃
金
の
代
名
詞
で
あ

る
と
は
言
え
な
い
。
韓

国
企
業
に
お
け
る
年
俸

制
は
、
メ
リ
ッ
ト
賃
金

と
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
な

ど
の
多
様
な
組
み
合
わ

せ
と
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
初
期
の
年
俸

制
は
、
賞
与
の
一
部
を

人
事
考
課
に
よ
っ
て
差

表１　アジア金融危機以後の基本給の改正（単位：％）
管 理 職 平 社 員

号俸給 業績給 職務給 職能給 号俸給 業績給 職務給 職能給
全事業所 30.7 27.1 12.5 14.8 25.3 20.9 10.7 13.5

業種
製造業 35.7 33.5 14.8 18.6 29.4 25.1 12.6 16.5
非製造業 26.1 21.3 10.5 11.2 21.5 17.0 8.9 10.7

規模
300人未滿 26.7 24.7 13.3 15.6 25.0 20.4 11.6 14.6
300-999人 37.8 30.3 10.2 10.5 24.1 20.9 8.2 9.8
1000人以上 51.9 43.6 12.0 18.4 32.6 25.9 8.5 12.5

労組
組織 27.3 21.5 8.9 11.2 17.9 12.6 6.4 8.4
未組織 33.8 32.3 16.0 18.1 32.2 28.5 14.7 18.3

年俸制
導入 48.1 39.8 15.8 19.4 37.2 29.8 13.4 17.0
未導入 12.9 14.2 9.2 10.1 13.1 11.8 7.8 9.9

注） 管理職は課長級以上。号俸給廃止や修正は、定期昇給縮小や廃止、号俸給統・廃
合、号俸数縮小、号俸上昇による賃金上昇の緩和などの内容を含む。業績給は、創設
や評価による賃金差の拡大を含み、職務給や職能給は、新設や既存制度の適用拡大を
含む。四つの基本給改正は相互排他的ではない。例えば、号俸給を廃止・改善した
1,894 の事業所のうち、969(51.2％ ) の事業所が業績給の導入や評価差を拡大した
と回答した。
資料 : 労働部 (2006)「賃金制度実態調査 ](N=6,170 事業所 )

最近の韓国における成果主義的な賃金の動向について最近の韓国における成果主義的な賃金の動向について最近の韓国における成果主義的な賃金の動向について
韓国労働研究院研究委員　金　東　培
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等
支
給
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
型
年
俸
制
で

あ
っ
た
も
の
の
、
徐
々
に
基
本
給
に
も
適
用

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
最
近
は
、
基
本
給

と
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
統
合
し
て
運
営
す
る

方
式
が
増
加
し
て
い
る
。 

　

表
２
は
、
二
〇
〇
六
年
七
月
の
基
準
年
俸

制
導
入
実
態
お
よ
び
運
営
状
況
を
整
理
し
た

も
の
で
あ
り
、
従
業
員
数
一
〇
〇
人
以
上
の

事
業
所
の
五
〇
％
以
上
が
年
俸
制
を
導
入
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
３
）。
全
従
業
員
を

対
象
に
年
俸
制
を
適
用
す
る
ケ
ー
ス
は
五

八
・
二
％
で
最
も
多
か
っ
た
（
管
理
職
：
三

八
・
二
％
）。

　

平
社
員
の
み
を
対
象
に
運
営
さ
れ
る
ケ
ー

ス
は
、
主
に
非
正
規
雇
用
者
を
対
象
に
退
職

金
な
ど
を
賃
金
に
含
め
て
総
額
賃
金
方
式
で

運
営
す
る
ケ
ー
ス
を
年
俸
制
を
導
入
し
た
ケ

ー
ス
と
し
て
み
な
し
て
回
答
し
た
と
推
定
さ

れ
る
。
年
俸
制
の
下
で
他
の
条
件
が
同
一
で

あ
る
場
合
、
評
価
に
よ
る
年
間
総
賃
金
の
差

は
管
理
職
が
二
六
・
九
％
、
平
社
員
が
二
四
・

七
％
程
度
で
あ
っ
た
。
事
業
所
特
性
別
に
は

表
１
と
同
様
に
製
造
業
、
大
企
業
、
無
労
組

の
事
業
所
の
方
で
導
入
率
が
高
か
っ
た
。 

　

表
３
と
表
４
は
、
年
俸
制
導
入
の
効
果
お

よ
び
問
題
点
に
対
す
る
回
答
を
年
度
別
に
整

理
し
た
も
の
で
あ
る
。
年
俸
制
導
入
の
効
果

は
、「
職
員
態
度
の
変
化
」、「
生
産
性
向
上
」、

「
賃
金
管
理
の
容
易
」
と
い
う
項
目
で
は
毎

年
「
普
通
（
三
点
）」
を
上
回
っ
て
い
る
の

に
対
し
、「
人
件
費
節
減
」
で

は
三
を
下
回
っ
て
お
り
、
年

俸
制
の
導
入
が
人
件
費
の
節

減
に
は
大
き
な
効
果
が
な
い

と
い
う
結
果
と
な
っ
た
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
、
日
本
で
も

同
じ
よ
う
な
調
査
結
果
が
報

道
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

　

一
方
、
年
俸
制
導
入
の
問

題
点
は
、「
評
価
に
対
す
る
不

信
」、「
短
期
的
な
実
績
に
偏

る
」
の
順
で
あ
り
、
年
度
別

に
大
き
な
変
化
は
な
か
っ
た
。

年
俸
制
の
問
題
と
し
て
雇
用

不
安
意
識
の
高
ま
り
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
年
俸

制
は
雇
用
契
約
で
は
な
い
も

の
の
、
実
際
に
は
、
成
果
が

不
振
で
あ
っ
た
場
合
に
年
俸

制
が
退
社
（
退
職
）
さ
せ
る

圧
力
と
な
る
と
い
う
点
を
反

映
し
て
い
る
と
解
釈
で
き

る
。 

３
．
企
業
事
例

Ａ
社
の
事
例

　

Ａ
社
は
一
九
八
五
年
度
に
設
立
さ
れ
た
電

子
産
業
関
連
企
業
で
、
二
〇
〇
六
年
度
現
在
、

雇
用
者
数
が
一
万
六
七
九
九
人
の
大
手
製
造

企
業
で
あ
る
。
社
員
は
、
大
卒
の
事
務
職
と

機
能
職(

生
産
職
社
員)

に
大
き
く
区
分
で

き
る
。

　

事
務
職
の
場
合
、
支
援
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン

グ
、
生
産
、
Ｒ
＆
Ｄ
と
い
う
四
職
群
と
五
七

職
列
、
二
八
五
職
務
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
機
能
職
の
場
合
は O

perator

、

T
echnician

（
維
持
、
補
修
）、
監
督
職
、

生
産
支
援
職
の
四
つ
の
職
群
に
分
類
さ
れ
て

い
る
だ
け
で
、
職
群
以
下
の
細
部
の
職
列
や

職
務
は
非
公
式
的
な
分
類
は
あ
る
も
の
の
実

際
に
は
活
用
さ
れ
て
い
な
い
。

　

事
務
職
と
機
能
職
の
職
級
体
系
は
、
表
５

の
と
お
り
で
あ
る
。
年
俸
制
は
事
務
職
だ
け

に
適
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
以
下
で
は
事
務

職
の
年
俸
制
を
中
心
に
説
明
す
る
こ
と
に
す

る
。
事
務
職
の
場
合
、
昇
進
は
評
価
に
基
づ

く
点
数
に
よ
っ
て
決
ま
る
が
、
表
中
の
所
要

年
限
は
、
個
人
評
価
五
等
級
（
Ｓ
、
Ａ
、
Ｂ
、

Ｃ
、
Ｄ
）
の
中
間
等
級
で
あ
る
Ｂ
を
基
準
と

し
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
最
高
等
級
を

つ
け
ら
れ
た
場
合
に
は
、
二
年
と
い
う
速
さ

で
昇
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

事
務
職
の
個
人
業
績
を
評
価
す
る
の
は
、

チ
ー
ム
長
の
場
合
は
役
員
が
、
チ
ー
ム
員
の

場
合
は
チ
ー
ム
長
が
担
当
し
て
お
り
、
す
べ

表２　年俸制の導入および運営実態 ( 単位 : ％ 点数 )

導入率
年俸制導入事業所

適用職級 年俸の差額幅
平社員 管理職 全社員 管理職 平社員

全事業所 50.6 3.6 38.2 58.2 26.9 24.7

業種
製造業 53.3 2.4 41.9 55.7 28.5 26.2
非製造業 48.1 4.8 34.6 60.6 25.3 23.1

規模
300人未滿 46.5 3.6 36.1 60.3 25.4 24.3
300-999人 60.0 4.4 38.3 57.3 30.0 26.6
1000人以上 66.3 1.4 54.7 43.9 29.7 22.2

労組
組織 45.3 4.6 51.2 44.2 24.2 22.7
未組織 55.5 2.8 28.4 68.8 29.1 26.2

注１）導入率は、全サンプル (N=6,170) が対象であるが、導入事業所は年俸制を導
入した 3,121 事業所に限定される。
注２）年俸の差額幅は、他の条件 ( 職級、勤続、業務など ) は等しいものの、評価点
数による年間総賃金の差額幅。評価点数が中間である人の年俸を 100 とした場合の
最高点数と最低点数の年俸差。 
資料 : 労働部 (2006)「賃金制度実態調査」 (N=6,170 事業所 )。

表３　年度別年俸制導入の効果（単位 : 点数）
2000 2001 2002 2003 2004 2005

生産性向上 3.3 3.3 3.3 3.3 3.2 3.3
人件費節減 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
賃金管理の容易 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5
職員態度の変化 3.5 3.5 3.5 3.4 3.4 3.4
注）各質問項目 5 点尺度 (1= 非常に小さい、3= 普通、5= 非常に大きい )
資料：労動部 [年俸制成果配分制実態調査 ]各年度原資料

表４　年度別年俸制導入の問題点（単位 : ％）
2000 2001 2002 2003 2004 2005

職員間の過度な競争 5.5 6.9 6.7 6.3 4.7 5.8
短期的な実績に偏る 19.7 19.0 21.7 23.5 21.6 16.4
評価に対する不信 50.3 53.0 49.4 53.1 56.3 60.6
雇用不安意識の拡散 14.2 10.7 11.8 8.2 9.4 12.7
その他 10.2 10.4 10.4 8.8 8.0 4.6
注）5個の選択肢のうち一つを選択　
資料：労動部 [年俸制成果配分制実態調査 ]各年度原資料

表５　Ａ社の職級体系
事務職 機能職

職級 職責 呼称 所要年限 職級 職責 所要年限
Assistant 

チーム員

社員 4 社員 3
Junior 代理 4 技士 4

Senior
課長 5 主任 班長 5
次長 5 技長 

係長
6

部長
技正

Leader チーム長 技聖 (象徴的)
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て
目
標
管
理
方
式
（
Ｍ
Ｂ
Ｏ
）
を
採
択
し
て

い
る
。
評
価
は
相
対
評
価
で
あ
り
、
社
員
級

は 
Ｓ
一
〇
％
、Ａ
二
〇
％
、Ｂ
六
〇
％
（
B0

三
〇
％
、
B+
三
〇
％
）、
Ｃ
＋
Ｄ
一
〇
％
に

区
分
し
て
い
る
。
チ
ー
ム
長
級
は
Ｓ
二
〇
％
、

Ａ
三
〇
％
、
Ｂ
五
〇
％
（
B0
三
〇
％
、
B+

二
〇
％
）
が
基
本
的
な
区
分
で
、
Ｃ
お
よ
び

Ｄ
等
級
に
つ
い
て
は
特
に
制
限
は
な
い
。

　

以
前
は
点
数
だ
け
を
公
開
し
て
評
価
等
級

は
公
開
し
な
か
っ
た
が
、
二
〇
〇
一
年
か
ら

は
評
価
等
級
も
公
開
し
て
い
る
。
事
務
職
の

場
合
、
個
人
業
績
評
価
の
ほ
か
に
、
四
〇
レ

ベ
ル
の
評
価
単
位
に
つ
い
て
五
等
級（
Ｓ
、Ａ
、

Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
）
で
組
職
評
価
も
同
時
に
実
施

し
て
い
る
。
報
償
に
は
、

個
人
お
よ
び
組
職
評
価

が
共
に
反
映
さ
れ
る
。

事
務
職
の
賃
金
構
成
は

表
６
の
と
お
り
で
あ
る
。

事
務
職
は
二
〇
〇
〇
年

か
ら
年
俸
制
と
個
人
成

果
給
で
あ
る 

Ｐ
Ｉ

（p
e
r
s
o
n
a
l 

incentive

）
を
実
施
し

て
い
る
。

　

ま
ず
基
本
年
俸
は
、

個
人
業
績
評
価
に
よ
っ

て
差
を
付
け
て
昇
給
す

る
。
最
優
秀
の
Ｓ
等
級

と
し
て
評
価
さ
れ
た
場

合
、
四
％
追
加
的
に
引

き
上
げ
ら
れ
る
。
事
務

職
賃
金
で
最
も
特
徴
的

な
こ
と
は
個
人
成
果
給

（
Ｐ
Ｉ
）
で
、
年
俸
制

を
実
施
し
た
二
〇
〇
〇

年
度
に
は
年
俸
の
二
・

五
％
か
ら
始
ま
っ
た
の

が
、
段
階
的
に
そ
の
比
重
は
引
き
上
げ
ら
れ
、

現
在
課
長
以
上
の
管
理
職
の
場
合
、
年
俸
の

一
五
％
、
代
理
以
下
の
社
員
級
は
年
俸
の
一

二
・
五
％
に
個
人
成
果
給
が
適
用
さ
れ
る
。

　

個
人
成
果
給
は
、
組
職
評
価
と
個
人
評
価

を
同
時
に
考
慮
し
て
差
等
支
給
さ
れ
、
通
常

「
３
Ｘ
」と
し
て
呼
ば
れ
て
い
る
。「
３
Ｘ
」

と
は
、
管
理
職
の
場
合
、
個
人
お
よ
び
組
職

評
価
が
す
べ
て
最
優
秀
（
Ｓ
＆
Ｓ
）
で
あ
る

時 

（
年
俸
の
一
五
％ 

×
三
）
が
支
給
さ
れ

る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
一
方
、
個
人
評

価
が
最
下
位
で
あ
る
Ｄ
の
場
合
に
は
、
個
人

成
果
給
は
支
給
さ
れ
な
い
。
現
在
、
最
上
位

レ
ベ
ル
か
ら
最
下
位
レ
ベ
ル
ま
で
の
年
俸
は
、

部
長
級
で
二
・
五
倍
、
課
長
級
で
一
・
九
倍

程
度
格
差
が
生
じ
て
い
る
。
全
社
を
単
位
と

す
る
成
果
配
分
は
、経
済
的
な
付
加
価
値（
Ｅ

Ｖ
Ａ
）
が
ゼ
ロ
よ
り
大
き
い
場
合
に
は
経
常

利
益
の
三
〜
四
％
を
支
給
す
る
。
こ
れ
は
、

評
価
に
よ
る
差
等
支
給
を
適
用
す
る
の
で
は

な
く
、
自
分
の
年
俸
に
比
例
し
て
支
給
す
る
。

そ
の
他
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は
、
特
殊
な
状

況
で
支
給
さ
れ
る
も
の
で
、
コ
ア
人
材
と
コ

ア
人
材
の
担
当
責
任
者
に
支
給
す
る
イ
ン
セ

ン
テ
ィ
ブ
な
ど
が
あ
る
。

Ｂ
社
の
事
例

　

Ｂ
社
は
、
二
〇
〇
六
年
六
月
現
在
、
二
万

四
三
三
六
人
の
職
員
を
雇
っ
て
い
る
韓
国
屈

指
の
銀
行
で
あ
る
。
Ｂ
社
の
職
級
体
系
は
、

以
前
は
他
の
銀
行
と
同
じ
く
六
つ
の
職
級
体

系
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
六
級
が
高
卒
、
五

級
が
大
卒
、
四
級
が
課
長
代
理
〜
課
長
、
三

級
が
次
長
、
一
〜
二
級
が
部
店
長
級(

部
長

お
よ
び
支
店
長)

で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

六
つ
の
職
級
体
系
は
、
ア
ジ
ア
金
融
危
機
以

後
四
つ
の
職
級
体
系
（
五
〜
六
級
が
Ｌ
１
、

四
級
が
Ｌ
２
、
三
級
が
Ｌ
３
、
一
級
と
二
級

を
ま
と
め
て
Ｌ
４
に
統
合
し
た
）
に
単
純
化

さ
れ
た
。
チ
ー
ム
制
を
導
入
し
て
か
ら
職
級

名
称
は
呼
称
に
過
ぎ
ず
、
Ｌ
４
が
チ
ー
ム
長
、

Ｌ
３
〜
Ｌ
４
は
次
長
、
Ｌ
２
は
課
長
、
Ｌ
１

は
五
年
次
か
ら
代
理
係
長
と
呼
ぶ
こ
と
に
な

っ
た
。

　

従
来
は
、
年
間
二
回
評
価
を
し
た
も
の
の
、

現
在
は
年
間
二
回
の
力
量
評
価
と
年
間
一
回

の
業
績
評
価
に
区
分
し
て
実
施
し
て
い
る
。

評
価
は
、
全
職
員
を
対
象
に
実
施
す
る
。
力

量
評
価
は
、
直
属
の
上
司
が
第
一
次
評
価
者

に
な
り
、
力
量
は
共
通
（
核
心
）
力
量
、
リ

ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
、
職
務
力
量
で
構
成
さ
れ
る
。

共
通
力
量
は
、
変
化
管
理
や
革
新
性
の
よ
う

に
、
組
職
の
核
心
価
値
を
反
映
す
る
三
つ
の

項
目
で
構
成
さ
れ
る
。
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
評

価
に
お
い
て
は
、
部
下
に
よ
る
評
価
も
実
施

さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
評
価
点
数
に
は
反
映

さ
れ
ず
、
参
考
資
料
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い

る
。
職
務
力
量
は
職
務
別
に
異
な
る
。
評
価

等
級
は
五
等
級
（
Ｓ
、
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
）

で
、
相
対
評
価
で
あ
る
。
評
価
の
結
果
は
、

賃
金
に
は
反
映
さ
れ
ず
昇
進
だ
け
に
反
映
さ

れ
る
。

　

業
績
評
価
は
、
Ｍ
Ｂ
Ｏ
方
式
を
基
準
に
組

職
単
位
で
評
価
し
、
Ｋ
Ｐ
Ｉ
（
重
要
業
績
評

価
指
標
）
が
評
価
の
指
標
で
あ
る
。
経
営
目

標
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
事
業
本
部
別
目
標
が

本
店
と
支
店
で
あ
る
場
合
、
部
署
長
と
支
店

長
（
通
称
副
店
長
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
下

に
い
る
チ
ー
ム
長
に
目
標
を
割
り
当
て
る
。

例
え
ば
支
店
長
は
、
商
品
販
売
チ
ー
ム
長
、

単
純
窓
口
チ
ー
ム
長
、
Ｖ
Ｉ
Ｐ
チ
ー
ム
長
、

Ｓ
Ｏ
Ｈ
Ｏ
チ
ー
ム
長
に
目
標
を
付
与
す
る
。

業
績
も
五
等
級
で
評
価
す
る
。

　

Ｂ
社
の
二
〇
〇
四
年
六
月
現
在
の
賃
金
構

成
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
通
常
賃
金
は
、

基
本
給
＋
職
能
給
＋
職
務
給
で
構
成
さ
れ
、

Ｏ
Ｔ
（
通
常
賃
金
の
九
％
）、
昼
食
費
（
一

〇
万
ウ
ォ
ン
）、
通
勤
費
（
二
〇
万
ウ
ォ
ン
）、

福
祉
年
金
（
通
常
賃
金
の
一
五
％
）、
成
果

給
（
年
間
通
常
賃
金
の
七
五
〇
％
）
が
支
給

さ
れ
る
。
そ
れ
以
外
に
年
・
月
次
手
当
て（
年

間
通
常
賃
金
の
一
八
％
程
度
）
と
節
日
手
当

て
（
旧
正
月
お
よ
び
秋
夕
、
通
常
賃
金
の
約

一
二
・
六
％
）
が
支
給
さ
れ
る
。
通
常
賃
金

の
内
訳
は
表
７
の
と
お
り
で
、
基
本
給
は
号

俸
給
で
構
成
さ
れ
（
過
去
の
三
号
俸
を
一
等

級
に
調
整
）、
三
年
に
一
等
級
上
昇
す
る
。

資
格
給
は
四
つ
の
四
職
級
別
固
定
金
額
で
あ

り
、
職
務
給
は
チ
ー
ム
員
と
チ
ー
ム
長
で
金

表６　Ａ社における事務職の報償
その他のインセンティブ コア人材､ コア人材の育成インセンティブなど
成果配分 EVAが 0より大きい時 → 経常利益の 3～ 4％
個人成果給　(PI) 管理職 (課長以上 )は年俸の 15％､ 社員は年俸の 12.5％
基本年俸 評価によって差等 ( 最優秀 +4％追加引上げ )

表７　Ｂ社の賃金構成内訳（単位 : 千ウォン）

求職級 現職級 基本給等級

通常賃金
成果給基本給

資格給
職務給

(最低~最高 ) チーム員 チーム長
1

L4 10 ~ 15 1540 ~ 2010 580 
990

1900 固定 150％
変動 600％

 (チーム員± 200､
チーム長± 300)

2

3 L3 7 ~ 12 1190 ~ 1750 480
1900
1750

4 L2 5 ~ 11 970 ~ 1650 380
890 1750
740 1600

5 
L1 1 ~ 9 600 ~ 1430 220

590
-

6 440
資料：社内資料 (2004 年基準 )
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額
が
異
な
る
（
チ
ー
ム
長
も
職
級
に
よ
っ
て

差
等
支
給
）。

　

Ｂ
社
で
は
職
務
給
に
つ
い
て
数
年
間
に
わ

た
っ
て
議
論
さ
れ
て
き
た
が
、
い
ま
だ
解
決

さ
れ
ず
、
そ
の
方
策
を
探
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｂ
社
に
お
け
る
職
務

給
は
、
二
〇
〇
二
年
一
一
月
に
旧
Ｃ
社
と
旧

Ｄ
社
の
人
事
制
度
が
統
合
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
誕
生
し
た
も
の
で
、
組
合
員
に
対
す
る

適
用
問
題
が
ま
だ
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い

る
。
現
在
、
組
合
員
の
職
務
給
は
細
部
に
わ

た
る
職
務
価
値
を
反
映
し
た
も
の
で
は
な
く
、

職
級
別
手
当
形
式
で
支
給
さ
れ
て
お
り
、
通

常
賃
金
に
含
ま
れ
て
い
る
。
会
社
側
は
組
合

員
を
対
象
に
三
つ
の
職
務
（
Ｇ
１
、
Ｇ
２
、

Ｇ
３
）
と
一
四
ス
テ
ッ
プ
の
職
務
給
導
入
を

検
討
し
な
が
ら
、
以
前
か
ら
職
務
評
価
に
基

づ
い
て
二
二
二
の
職
務
級
を
策
定
し
た
も
の

の
、
労
組
の
反
対
に
あ
い
、
ま
だ
適
用
し
て

い
な
い
。
個
別
の
職
務
価
値
を
反
映
し
た
職

務
給
の
差
等
適
用
は
、
非
組
合
員
で
あ
る
営

業
店
の
支
店
長
に
は
三
年
前
か
ら
適
用
さ
れ
、

本
社
の
部
署
長
に
は
二
〇
〇
六
年
か
ら
適
用

さ
れ
た
。
本
部
の
部
署
長
の
場
合
、
該
当
す

る
職
務
価
値
評
価
に
よ
っ
て
評
価
し
、
営
業

店
長
の
場
合
は
Ｋ
Ｐ
Ｉ
達
成
程
度
に
よ
っ
て

評
価
さ
れ
る
。

　

Ｂ
社
は
、
次
の
よ
う
な
三
種
類
の
成
果
給

を
採
用
し
て
い
る
。
①
基
本
成
果
給
を
部
や

店
の
成
果
別
に
差
等
支
給
す
る
②
基
本
成
果

給
は
通
常
賃
金
の
六
〇
〇
％
分
に
当
た
る
③

そ
の
金
額
は
、
支
店
長
の
場
合
四
〇
〇
％
か

ら
一
〇
〇
〇
％
ま
で
、
組
合
員
の
場
合
営
業

店
は
五
〇
〇
〜
九
〇
〇
％
ま
で
差
等
適
用
し

て
い
る
も
の
の
、
業
績
の
計
量
化
が
難
し
い

本
店
の
場
合
、
差
等
幅
を
一
〇
〇
％
に
制
限

し
て
い
る
。
チ
ー
ム
や
支
店
別
組
職
評
価
に

よ
っ
て
差
等
適
用
し
て
い
る
の
で
、
労
組
の

反
発
は
大
き
く
な
い
。
会
社
側
は
組

織
評
価
と
個
人
評
価
を
結
び
つ
け
、

個
人
間
の
差
等
評
価
を
継
続
し
て
実

施
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
の
、
労

組
の
反
対
で
実
施
に
至
っ
て
い
な
い
。

ま
た
、
基
本
成
果
給
以
外
に
二
〇
〇

二
年
に
利
益
配
分
制
度
を
導
入
し
た

も
の
の
、
成
果
算
定
式
の
問
題
で
き

ち
ん
と
活
用
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現

状
で
あ
る
。

〔
注
〕

１
． 

日
本
の
以
前
の
労
働
省
に
当
た
る
。

２ 

．
年
俸
制
を
導
入
し
て
い
る
企
業
の
基
本
給

改
正
企
業
の
割
合
は
、
年
俸
制
を
導
入
し
て

い
な
い
事
業
所
の
お
よ
そ
二
倍
以
上
で
あ
っ

た
。

３ 

．
労
働
部
（
二
〇
〇
六
）
は
年
俸
制
の
九
五
・

九
％
が
ア
ジ
ア
金
融
危
機
以
降
に
導
入
さ
れ

た
と
説
明
し
て
い
る
。

567 October. 2007

特集 ＝「採用の変化」

【提言】組織の入り口管理とリテンション 小笹芳央

【論文】
 企業の人材採用の変化――景気回復後の採用行動 永野　仁
 ハローワークの窓口紹介業務とマッチングの効率性 佐々木勝
【紹介】
 採用メディアの変化――多様化する中途採用メディア・経路 豊田義博
 採用とアウトソーシング 小宮健実
 大学新卒者採用における面接評価の構造 岩脇千裕
【論文】
 採用時点におけるミスマッチを軽減する採用のあり方
 　――RJP（Realistic Job Preview）を手がかりにして 堀田聰子
【座談会】
 「採用」を考える　 井上直樹／大内伸哉／神林龍／守島基博
【投稿論文】
 若年無業の経済学的再検討 玄田有史
【書評】
 藤本茂著『米国雇用平等法の理念と法理』　 浜田冨士郎
 河西宏祐著『電産の興亡――　一九四六年～一九五六年
　　　　　　　　　――電産型賃金と産業別組合』　 鈴木不二一
【読書ノート】
 稲上毅・連合総研編『労働ＣＳＲ――労使コミュニケ－ションの現状と課題』 寺崎文勝
【論文Today】
 J.H. ギッテル／ A.．フォン．ノルデンフリュクト／ T.A. コーハン
 　「相互利益かゼロサムか？――アメリカ航空業における労使関係と企業パフォーマンス」 鈴木　誠
【フィールド・アイ】
 最低賃金の引き上げ 奥野　寿

10566 September. 2007

特集 ＝「雇用と自営のあいだ」

【提言】労働者概念と労働者保護の多元化を 佐藤博樹

【論文】
 個人業務請負の実態と将来的可能性
 　――日米比較の視点から「インディペンデント・コントラクター」を中心に 山田　久
 派遣労働者の人事管理と労働意欲 島貫智行
 労働者性と不完備性 江口匡太
 労働保護法の「労働者」概念をめぐる解釈論と立法論 
 　――労働法学に突きつけられている重い課題 池添弘邦
 「労働者性」と多様な働き方、そして労働政策 浅尾　裕
【紹介】
 「自営的」就労と建設労働の諸課題と全建総連の取り組み 山下正人
【書評】
 白木三秀著『国際人的資源管理の比較分析
 　――「多国籍内部労働市場」の視点から』 竹内規彦
 辻勝次編著『キャリアの社会学――職業能力と職業経歴からのアプローチ』
 　 鈴木竜太
【読書ノート】
 大内伸哉著『雇用社会の２５の疑問――労働法再入門』 川口大司
 有村貞則著『ダイバーシティ・マネジメントの研究
 　　　　　　――在米日系企業と在日米国企業の実態調査を通して』 馬越恵美子
【論文Today】
 Ｊ．パーセル／Ｓ．ハチンソン
 　「ライン管理職により規定される人材マネジメントの効果」 江夏幾多郎
【フィールド・アイ】
 シンガポールの高齢者雇用対策 竹内ひとみ
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